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2925年吟和マキ〕鍋 50日  神戸称間
◆
須
磨
多
聞
線
住
民
訴
訟
、
住

民
側
の
控
訴
棄
却
　
神
戸
市
が
整

備
す
る
都
市
計
画
道
路

「須
磨
多

聞
線
」

へ
の
公
金
支
出
は
違
法
と

し
て
、
周
辺
住
民
ら
が
支
出
の
差

し
止
め
な
ど
を
求
め
た
住
民
訴
訟

の
控
訴
審
判
決
が
２９
日
、
大
阪
高

裁
で
あ
り
、
長
谷
川
浩
二
裁
判
長

は
住
民
側
の
控
訴
を
棄
却
し
た
。

住
民
側
は
道
路
新
設
の
必
要
性
を

判
断
す
る
交
通
量
評
価
に
誤
り
が

あ
り
、
周
辺
環
境
を
悪
化
さ
せ
る

と
違
法
性
を
主
張
し
た
が
、
裁
判

長
は
、
交
通
量
の
予
測
は
合
理
的

で
環
境
影
響
評
価
の
手
法
も
妥
当

と
し
た
神

戸
地
裁
判
決
を
支
持

し
、

「
（神
戸
市
に
）
裁
量
権
の

逸
脱
や
乱
用
は
な
い
」
と
し
た
。

住
民
側
は
上
告
す
る
方
針
。
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０
須
磨
多
聞
線
訴
訟
、
高
裁
が
住

民
の
請
求
棄
却
　
神
戸
市
が
整
備
す

る
都
市
計
画
道
路

「須
磨
多
聞
線
」

を
め
ぐ
り
、
計
画
は
違
法
だ
と
し
て

地
元
住
民
ら
約
５
３
０
人
が
久
元
喜

造
市
長
に
約
３
億
円
の
損
害
賠
償
を

さ
せ
る
よ
う
市
に
求
め
た
訴
訟
の
控

訴
審
判
決
で
、
大
阪
高
裁

（長
谷
川

浩
二
裁
判
長
）
は
２９
日
、計
画
は
適
法

だ
と
す
る

一
審

・
神
戸
地
裁
判
決
を

支
持
し
、住
民
側
の
請
求
を
退
け
た
。

須
磨
多
聞
線
は
須
磨
区
南
部
と
垂

水
区
の
約
７
♂
を
結
ぶ
幹
線
道
路

で
、
市
は
阪
神

・
淡
路
大
震
災
の
復

興
計
画
の

一
環
と
し
て
、
１
９
９
５

年
３
月
に
事
業
認
可
を
受
け
た
。

住
民
側
は
こ
の
う
ち
西
須
磨
工
区

（約
５
２
０
厨
）
に
つ
い
て
、
渋
滞
は

す
で
に
緩
和
さ
れ
て
事
業
目
的
が
な

く
な
り
、
不
要
な
建
設
に
公
費
を
使

っ
た
と
主
張
し
て
い
た
。
だ
が
高
裁

は
市
の
交
通
量
調
査
に
不
合
理
な
点

は
な
く

「裁
量
権
の
逸
脱
が
あ
る
と

は
認
め
ら
れ
な
い
」
と
判
断
し
た
。

会
見
し
た
原
告
の
宗
岡
明
弘
さ
ん

は

「３０
年
も
の
間
、
道
路
の
建
設
に

つ
い
て
市
か
ら
納
得
の
い
く
説
明
は

な
か
っ
た
。
極
め
て
不
満
な
判
決
」

と
、
上
告
す
る
方
針
を
明
か
し
た
。


